
契約実施計画番号

納　期　ま　た　は　工　期

調　達　要　求　番　号

納地または工事場所

単位

物　品　番　号

部品番号　または　規格

仕　様　書　番　号

品名　または　件名

使　用　器　材　名

銘　　柄 使　用　期　限　等 グ　ル　ー　プ

搬　入　場　所

引　渡　場　所

指定 検査 包装

号第
 令和7年10月29日

                        分任契約担当官

                        陸上自衛隊千僧駐屯地

                        第３５２会計隊長  大山　堅郎

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

5QGB10402490 5RL81AO0056

ST1.00

千僧駐屯地

令和8年3月31日（火）

0001

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊千僧駐屯地　第３５２会計隊契約班

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：実施しない

　　入札日時場所　：令和7年11月11日（火）10時00分　会計隊入札室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

　　詳細は別紙のとおり

56公告

１　入札事項

公 告

千僧（７）駐屯地構内樹木伐採伐根

仕様書のとおり

g1863729
スタンプ



別　紙
１　競争参加資格
  (1)  予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、
     同条中、特別の理由がある場合に該当する。
　(2)  予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
  (3)  令和７・８・９年度全省庁統一資格「役務の提供等」D等級以上に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者
　　 又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。
  (4)  都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認
　　 めない。 
  (5)  入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等からは排除するよう要請があり、当該状態が継続してい
　　 る有資格業者とは契約を行わない。
  (6)  入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加は認めない。 
  (7)  契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
  (8)  防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受
　　 けている期間中のものでないこと。
  (9)  前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と
　　 契約を行おうとする者でないこと。
　(10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りで
　   ない。　

２　契約条項等を示す場所
　　仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第３５２会計隊契約班窓口において配布する。

（土曜日曜祝日を除く０９００～１６００）

３　落札決定方式：　    　　　         決定。ただし、同価の場合は抽選を行う。

４　入札保証金及び契約保証金：免除

５　入札及び契約条件
　(1)　落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
　   捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者が消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額
　　 の１１０分の１００を記載すること。（消費税抜き金額を記載）
　 (2)　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５
    に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。
　(3)　予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。郵便による入札がない場合は当日実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡する。
　(4)　落札者は、契約金額が１００万円を超える場合は請書、２５０万円を越える場合は契約書を作成する。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に
　 　説明する。

６　入札の無効
　(1)　FAXによる入札
　(2)　第１項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
　(3)　入札金額､入札者氏名及び押印が判明し難い入札
　(4)　その他入札に関する条件に違反した入札
　(5)　入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書等は無効となる。
　　 

総品目総額

令和7年10月29日(水) ～ 令和7年11月11日(火)



７　適用する契約条項
　　駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

８　その他
　(1)　入札に参加を希望する者は、「入札及び契約心得」及び「契約条項」の内容について承知のうえ参加すること。なお、入札及び契約心得等は、陸
　　 上自衛隊中部方面会計隊ホームページ（アドレスは本公告８項(7)に記載）又は第３５２会計隊契約班窓口にて閲覧できる。
　(2)　入札書の受付は持参もしくは郵送のみ。電話、電子メール、ＦＡＸによる送信は無効とする。

　(3)　郵便入札の場合は、　　　　　　　　　　　　１７時必着（書留郵便）、持参する場合は入札日時までに入札書を受け付ける。
　(4)　競争に参加する者は、資格審査結果通知書(写)を入札までに持参するかＦＡＸにて送付されたい。
　(5)　入札に代理人が参加する場合は、入札までに委任状を提出すること。 　
　(6)　その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先
       　 〒６６４－００１４　兵庫県伊丹市広畑１－１

担当 谷口
電　話
ＦＡＸ
メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

072-781-0021（内線3346）
072-779-6700

       　 陸上自衛隊千僧駐屯地　第３５２会計隊契約班

本公告は、陸上自衛隊千僧駐屯地 第３５２会計隊契約班のほか

伊丹駐屯地、姫路駐屯地、青野原駐屯地、自衛隊阪神病院の各会計隊及び会計課

中部方面会計隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載しています。

令和7年11月10日(月)

mailto:ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
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仕  様  書 

 

１ 役務件名： 千僧（７）駐屯地構内樹木伐採伐根 

 

２ 役務場所： 兵庫県伊丹市広畑１－１ 陸上自衛隊千僧駐屯地 

 

３ 役務期間：契約締結日～令和８年３月３１日（火）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

４ 役務概要 

(1) 以下に示す樹木の伐採・抜根及び処分 

伐採・抜根 樹 種 規 格 本 数 備 考 

伐採・抜根 サクラ、ギンモクセイ、 
イヌツゲ、カイヅカイブキ、 
オオバナカリッサ、テイカ
カヅラ、クスノキ  他 

樹 高：１m～10m 

幹回り：0.3m～2.4m 

338 
樹高･幹回りは
目測による概数 
(細部は別図) 

伐採 2 

抜根 切株 幹回り：0.6m～2.1m 33 
幹回りは目測に
よる概数 
(細部は別図) 

 (2) 抜根跡地の真砂土充填及び転圧（請負者において購入土用意） 

 

５ 一般事項 

(1) 本役務は、本仕様書及び関係諸規則に基づき実施するものとする。なお、本仕様書及び図面に記載

無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整すること。 

(2) 請負者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、

着手前・中・後、及び監督官の指示箇所とする。また写真は、工事完了後速やかに現像し、Ａ４判ア

ルバム（プリント可）に整理のうえ１部提出すること。 

(3) 工事実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告すると

ともに、請負者の責任において復旧すること。 

(4) 工事実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については

監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。 

(5) 工事実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育

を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。 

(6) 請負者は下請等契約を行う場合は、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律」に基づき、施工台帳等、監督官が求める書類等を速やかに提出及び処置を行うこと。 

(7) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。 

 

６ 特記事項 

(1) 本役務の実施にあたっては、事前に現場を確認し、監督官と協議を実施の上、工程表を作成・提出

し、了承を得るものとする。 

(2) 本役務の実施に伴う千僧駐屯地への入出門は、朝８時３０分から夕方５時までの間とする。なお、

時間外の作業が必要となった場合は、事前に監督官の承認を得るものとする。 
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(3) 伐採、抜根する樹木は別図のとおりとするが、別図記載の樹高、幹回りの寸法は目測による概数で

あるため、請負者において事前に現場確認するものとする。 

 (4) 本役務で発生した伐採・抜根樹木は、請負者において処分し、処分完了後、処分完了を証明できる

書類を監督官に提出するものとする。 

 (5) 伐採・伐根場所に設置されている防草シートの撤去及び復旧については、業者が実施すること。 

   

 

７ 提出書類 

(1) 種類・部数 

ア 工程表                     １部（契約後すみやかに） 

イ 現場代理人等指名・変更通知書         １部（契約後すみやかに） 

ウ 着手通知書                   １部（着工当日） 

エ 完了通知書                   １部（完了当日） 

オ 工事打合簿、日誌                １部（その都度） 

カ 使用材料承認願及び承認図等           １部（すみやかに） 

キ 作業写真                    １部（工事完了後すみやかに） 

ク 工事内訳明細書                 １部（契約後すみやかに） 

ケ 施工体制台帳・施工体系図            １部(工事施工前及び変更時) 

コ 伐採・抜根樹木の処分完了を証明する書類     １部(工事完了後速やかに) 

サ その他指示された書類（その都度） 

(2) 提出方法 

   提出書類一式を綴じる事が可能なファイル等と共に提出すること。 

 

８ 完成検査 

本役務は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官

の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。 
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駐屯地配置図(エリア区分) 縮 尺 1/3000千僧駐屯地
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①地区樹木配置図千僧駐屯地 縮 尺

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

1/500

４／20

伐採･抜根
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【樹高・幹回別本数】
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千僧駐屯地 縮 尺②地区樹木配置図 1/500
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本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数
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【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺③地区樹木配置図 1/500
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本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数
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【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500④地区樹木配置図
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本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数
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【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑤地区樹木配置図
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本数

【凡例】

図示 種別
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計
※寸法は目測による概数
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【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑥地区樹木配置図

９／20

計
※寸法は目測による概数

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺⑦地区樹木配置図 1/500

10／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

0

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑧地区樹木配置図

11／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

樹高(m) 幹回(m)

1.2

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑨地区樹木配置図

12／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

0

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

5

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺⑩地区樹木配置図 1/500

13／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

0

10 10

10

0

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示

①

②

③

④1.2

⑤

⑥

1.5 1

1

8

5 1.8

1.5

1.54

2 0.9
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑪地区樹木配置図

14／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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④
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切株
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑫地区樹木配置図

15／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

0

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑬地区樹木配置図

16／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑭地区樹木配置図

17／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑮地区樹木配置図

18／20

計
※寸法は目測による概数

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根 0

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

5

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑯地区樹木配置図

19／20

計
※寸法は目測による概数

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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千僧駐屯地 縮 尺 1/500⑰地区樹木配置図

20／20

本数

【凡例】

図示 種別

伐採

計

伐採･抜根

抜根

計
※寸法は目測による概数

樹高(m) 幹回(m)

【樹高・幹回別本数】

本数 図示
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分任契約担当官　陸上自衛隊千僧駐屯地
第３５２会計隊長　　大山　堅郎　　殿

（消費税を含まない）

内訳（外税）

品 名 規 格 単位 数量 単価 金額 備　考

1
千僧（７）駐屯地構内樹木伐採伐
根

仕様書のとおり ST 1

2 以下余白

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

市価調査書

期　　限：令和７年１１月７日　10時00分

履行場所：陸上自衛隊千僧駐屯地

履行期間：令和８年３月３１日

令和　　年　　月　　日

※押印を省略する場合は、担当者氏名及び電話番号を記入

￥

市場価格調査は、その製品等の市場における一般的な価格を

算定する為に実施しています。従って、通常は入札（見積）価

格より高額になります。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名

担当者電話番号

お問合せの際は
072-781-0021（内線3346）
担当　谷口までお願いします。

※契約金額については入札金額に10%に相当する額を加算
（円位未満切捨て）した金額とします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名

担当者電話番号

※価格算定の内訳が確認で

きる資料を添付してください

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。
当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。



分任契約担当官　陸上自衛隊千僧駐屯地
第３５２会計隊長　　大山　堅郎　　殿

（消費税を含まない）

契約保証金：免　除

内訳（外税）

品 名 規 格 単位 数量 単価 金額 備　考

1
千僧（７）駐屯地構内樹木伐採伐
根

仕様書のとおり ST 1

2 以下余白

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

入　札　書

履行期間：令和８年３月３１日

履行場所：陸上自衛隊千僧駐屯地

期　　限：令和７年１１月１１日　10時00分

※契約金額については入札金額に10%に相当する額を加算
（円位未満切捨て）した金額とします。

※押印を省略する場合は、担当者氏名及び電話番号を記入

￥
住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名

担当者電話番号

 １　なつ印は鮮明に、訂正個所には代表者印を
 ２　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標
準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。
 ３　当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除
に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。

※価格算定の内訳が確認で

きる資料を添付してください

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。
当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。 352契


